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司会：グレー 、 説明者：青
 本日は、お忙しい中、株式会社かんぽ生命保険のサステナビリティ説明会にご参加いただきま
して、誠にありがとうございます。私は、司会を務めます伊牟田と申します。よろしくお願いいたし
ます。

 はじめに、本日の出席者をご紹介いたします。
 取締役 鈴木 雅子（すずき まさこ）でございます。
取締役 富井 聡（とみい さとし）でございます。
専務執行役 立花 淳（たちばな あつし）でございます。
専務執行役 春名 貴之（はるな たかゆき）でございます。
常務執行役 古家 潤子（こいえ じゅんこ）でございます。
執行役 岩田 和彦（いわた かずひこ）でございます。

 出席者は以上でございます。
 続いて、本日の流れを説明します。１ページをご覧ください。



 本日は、始めに、当社のサステナビリティに関する取り組みについて、概要をご説明し、その後、
質疑のお時間を設けております。

 まず、当社の取り組みの概要説明では、サステナビリティ全般、サステナブル投資、人的資本
経営、コーポレートガバナンスの４点について、所管の役員及び取締役からご説明いたします。

 その後、質疑では、事前にいただいたご質問についてご説明し、その後、会場参加のみなさま
からご質問を頂戴したいと思います。

 それでは、２ページをご覧ください。
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 まずはじめに、サステナビリティ全般に関して、古家常務にご説明いただきます。よろしくお願い
いたします。

 はい。サステナビリティ推進部の担当執行役を務めております古家です。よろしくお願いいたし
ます。

 それでは、私からサステナビリティ全般の取り組みについてご説明いたします。
 ３ページをご覧ください。
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 当社は、1916年の創業以来、全国津々浦々に広がる郵便局ネットワークを通じて、お客さ
まに保険サービスを提供し、安心をお届けしてまいりました。

 当社では、「お客さまのいざというときの支えとなり、お客さまの人生をお守りする」という、こうした
事業活動そのものが、「持続可能な社会への貢献」と「企業の持続的成長」の両方を実現す
る、つまり、サステナビリティを実現するための取り組みであると位置づけております。

 この先も、「お客さまから信頼され、選ばれ続けることで、お客さまの人生を保険の力でお守り
する」という当社の社会的使命を確実に果たしていくため、次に説明しますサステナビリティにか
かる取り組みを推進しております。

 4ページをご覧ください。
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 当社では、先ほど申し上げた「お客さまの人生を保険の力でお守りする」という社会的使命を
果たすため、当社が優先して取り組むべき社会課題、いわゆるマテリアリティを特定しております
。

 このマテリアリティは、「当社にとっての重要度」と「ステークホルダーからの期待」の2軸で、優先
度の高い社会課題を特定しているもので、2024年3月には、社内外の環境変化をふまえ、
見直しを行いました。

 第一のマテリアリティとしては、「郵便局ネットワーク等を通じた保険サービスの提供」という当社
の事業に直結するものを位置づけるとともに、2つ目として人々の健康、3つ目として多様性や
人権、4つ目として地球環境に配慮した事業運営を行うことを掲げています。

 5つ目には、これらのサステナビリティ経営を支える経営基盤として、人的資本経営の推進や
コーポレートガバナンスの強化を掲げています。

 これらの取り組みのうち、サステナブル投資、人的資本経営、コーポレートガバナンスについて
は、後ほどご説明いたしますので、ここでは、その他の取り組みとして、「気候変動/生物多様
性保全への取り組み」と「ラジオ体操の普及推進」の2つをご紹介いたします。

 5ページをご覧ください。
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 まず「気候変動/生物多様性保全への取り組み」をご説明します。
 当社では、持続的な地球環境があってこそ、当社の持続的な成長が実現できるという考えの
もと、気候変動や生物多様性・自然資本といった環境課題へ配慮した事業運営を行ってお
ります。

 気候変動に関しては、TCFD提言をふまえたシナリオ分析などを着実に実施するとともに、
2050年カーボンニュートラルを目指し、事業会社および機関投資家として、それぞれ温室効
果ガス排出量削減の中間目標を設定しております。

 事業会社としては、Scope1・2を対象に、2030年度までに2019年度比46％削減を目標
としており、当社が入居する施設の再エネ化などを進め、順調に推移しているところです。

 機関投資家としては、投資先ポートフォリオから発生する温室効果ガス排出量を対象に、
2029年度50％削減を目標としており、気候変動への対応を重視したスチュワードシップ活
動等を実施することで目標の達成を目指しております。

 また、気候変動とともに、グローバルな重要課題となっている生物多様性・自然資本について
も、保全のための取り組みを行っており、TNFD提言のフレームワークに沿った情報開示を進
めております。

 6ページをご覧ください。
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 次に、「ラジオ体操の普及推進」について、ご説明します。
 当社では、人々の健康で豊かな人生を支えることは、生命保険会社である当社の持続的な
成長にも資するものとして、健康増進施策を推進しております。

 なかでもラジオ体操は、かんぽ生命の前身である逓信省簡易保険局によって制定されたもの
で、2028年には100周年を迎えます。現在も、当社がラジオ体操の楽曲の著作権を保有す
るなど、当社のユニークな施策の一つです。

 ラジオ体操の普及推進に向けて、ラジオ体操イベントの開催や、子供たちを対象としたラジオ
体操コンクールなど、さまざまな取り組みを行っており、ラジオ体操を通じて、多くの人に健康に
なっていただくとともに、地域コミュニティ活性化にも貢献したいと考えております。

 普及推進の進捗を把握する指標及び目標として、ラジオ体操実施率を設定しており、目標の
25％に対し、2023年度の実績は24％となっております。

 7ページをご覧ください。
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 これまでご説明したようなサステナビリティに関する取り組みが評価され、代表的なESGインデ
ックスであるFTSEのインデックスに採用されているほか、サステナビリティの取り組みにおいて世
界の保険業界で上位の企業に与えられる評価も獲得しております。

 今後も、「持続可能な社会の実現」と「企業の持続的な成長」に向けたサステナビリティの取
り組みを、社会環境の変化等もふまえ、推進していきたいと考えております。

 なお、当社のサステナビリティに関する情報は、統合報告書や当社サステナビリティサイトに詳
細を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

 私からの説明は以上となります。
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 ここまで、サステナビリティ全般の取り組みについて、ご説明いたしました。
 続いて、サステナブル投資について、春名専務執行役からご説明いたします。よろしくお願いい
たします。

 はい。運用部門の担当執行役を務めております春名です。よろしくお願いいたします。
 それでは、私からサステナブル投資の取り組みについてご説明いたします。
 9ページをご覧ください。
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 当社では、将来お客さまに保険金などを確実にお支払いするとともに、その未来において、より
良い社会が実現しているために、お客さまからお預かりした大切な保険料について、広く
SDGsの目標達成や社会課題の解決に貢献できるサステナブル投資を実施しております。

 「いつでもそばにいる。どこにいても支える。すべての人生を、守り続けたい。」という経営理念の
もと、サステナブル投資方針を定め、「Well-being向上」、「地域と社会の発展」、「環境保
護への貢献」を重点取り組みテーマとし、全運用資産において、サステナビリティの諸要素を考
慮するESGインテグレーションを行うとともに、スチュワードシップ活動、サステナビリティに関連す
るテーマ投資・インパクト投資や、ネガティブ・スクリーニング等の投資手法を通じて、様々なア
セットクラスにおいて、かんぽ生命らしい”あたたかさ”の感じられるサステナブル投資を推進して
います。

 特に、独自フレームワークである「インパクト”K”プロジェクト」に基づくインパクト志向の投資の
拡大や、産学連携を中心とするイノベーションを生み出す投資については、重要施策として取
り組んでおり、ユニバーサルオーナーとして、金融業界の先頭に立って、サステナブル投資の新
たなステージに挑戦したいと考えております。

 10ページをご覧ください。
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 責任投資の実施に当たっては、投資執行部門と企画管理部門が連携・協力するとともに、
毎月の「運用戦略会議」において、サステナブル投資の実施状況などについて、全てのアセット
クラスから報告を行い、議論する社内体制を整えております。

 そのうえで、「責任投資諮問部会」を設け、社外の視点も活用しつつ、継続的な推進・高度
化に取り組んでおります。この責任投資諮問部会では、資産運用部門の担当執行役のほか
、社外の有識者やコンプライアンス統括部担当執行役をメンバーとし、責任投資やインパクト
投資、株主議決権行使等について、客観的かつ専門的に議論・審議しています。

 また、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進するため、同じ目的や問題意識を共
有する国内外の投資関連イニシアチブに参加・賛同し、情報収集や、協働しての取り組みを
行っています。

 11ページをご覧ください。
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 当社では、「日本版スチュワードシップ・コード」への対応などの社会的な要請に応えるとともに
、投資先企業などの価値向上や持続的成長を促すことによる中長期的な投資リターン拡大
のため、株式・債券をはじめとする各資産の特性に応じて、スチュワードシップ活動を推進して
います。

 近年の社会的な要請や動向も考慮し、2023年には、スチュワードシップ活動において重視
するサステナビリティ・テーマとして、気候変動のほか、自然資本・人権・人的資本を設定しま
した。

 投資先企業の皆さまには、サステナビリティに関する事項を含む非財務情報の開示充実を求
めるとともに、建設的な「目的を持った対話」を継続的に実施させていただいており、これらの
取り組みを、中長期的な企業価値向上に繋げていただければと考えております。

 12ページをご覧ください。
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 最近では、「インパクト投資」に注目が集まっておりますが、当社では、インパクト志向の投資を
拡大するため、国内外の基準や考え方を踏まえ、当社独自のフレームワーク（社内認証制
度）として「インパクト”K”プロジェクト」を2022年に立ち上げております。

 当社では、中長期的な社会課題解決を目指すインパクト投資は、長期的に安定収益を追
求する生命保険会社の資産運用スタイルと高い親和性を持ち、将来の企業価値向上にも
寄与すると考えています。そのような考えのもと、社会課題を構造的に解決しシステム変容を
促す、真に社会課題の解決に資するインパクト志向の投資を目指しています。

 「インパクト”K”プロジェクト」では、実質的なインパクトの創出を重視し、独自に定めた要件を
満たすインパクト投資案件を社内で認証し、管理しています。本年5月の中期経営計画の
見直しに際しては、2025年度末までの認証ファンド累計件数・投資額を15件・500億円と
する目標を設定し、積極的に取り組んでおります。

 アセットクラスごとの特性も考慮しながら、上場株式ファンド・プライベートエクイティファンド・不
動産ファンドなど、多様な投資案件を積み上げていき、例えば、「がんの末期患者とその家族
が希望を持てる社会」「勤労条件に制約のある女性の就労機会の最大化」など、ポジティブ
な社会的・環境的インパクトの創出につなげていきたいと考えております。

 13ページをご覧ください。

12



 当社では、資産運用を通じた産学連携を推進しております。大学における教育・研究成果
の事業化に資金供給し、後押しすることは、幅広い社会課題の解決や金融・資本市場全
体の持続的な成長に資するとともに、当社の収益力強化にも繋がると考えております。

 これまでに、学校法人慶應義塾さま、国立大学法人大阪大学さま、学校法人立命館さまと
、アカデミアの持つ革新的な技術開発や事業に対する投資推進などに向けた連携・協力のた
めの覚書を締結しております。

 連携に基づき、当社とそれぞれの学校法人およびファンド運営会社によるインパクトファンド等
の組成検討を行い、投資を実施しております。このうち、慶應義塾さまとの連携により、オフィ
シャルVCである慶應イノベーション・イニシアチブさまが運営する「KII3号インパクト投資事業
有限責任組合」への投資について、インパクト”K”プロジェクトとしての認証を実施させていただ
いております。

 投資領域にとどまらず、出張講義の実施や、学生向けインターンシップなどを通じた人材交流
など、多角的な接点により、連携の深化を図っています。

 14ページをご覧ください。
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 ここまで申し上げてきた、サステナブル投資の取り組みは、当社だけで完結するものではなく、
最終受益者である当社のお客さまや、他の機関投資家、政策当局など、幅広いステークホ
ルダーとの連携が不可欠と認識しております。

 当社は、ユニバーサル・オーナーとして、サステナブル投資を促進するために当社が重視する事
項や要望について、イニシアチブ等を通じた意見発信や政策当局等への働きかけを行うととも
に、お客さまをはじめとしたすべてのステークホルダーに向けて、サステナブル投資に関する情報
発信を実施しております。

 年次の「責任投資レポート」や、Webメディア「かんぽジャンクション」の動画配信においても、
当社のサステナブル投資に関する取り組みをご紹介しておりますので、是非ご覧いただければ
と思います。

 私からの説明は以上です。
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 ここまで、サステナブル投資について説明いたしました。
 続いて、人的資本経営について、立花専務執行役からご説明いたします。よろしくお願いいた
します。

 はい。人事部門の担当執行役を務めております立花です。よろしくお願いいたします。
 私からは人的資本経営の取り組みについてご説明いたします。
 それでは16ページをご覧ください。
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 当社では、お客さまから信頼され選ばれる企業になること、および、お客さまに感動いただける
サービスの提供を通じた会社の持続的な成長には、主体的に行動して付加価値の高い成
果を発揮できる多様な人材の確保が必要という考えのもと、人的資本経営を推進しておりま
す。

 2023年6月には、「人的資本経営」3つの基本理念を策定し、取り組みの方向性をより明
確にすることで、より一層社員の主体的な成長を支援しております。

 2024年5月に見直しを行った中期経営計画においても、サステナビリティ経営の重要な課題
として「人的資本経営・企業風土改革」を位置づけ、全役員・社員が会社とともに成長し、
自信と誇りを持って堂々と仕事ができる会社を目指しております。

 17ページをご覧ください。
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 ここからは、人的資本経営３つの基本理念に沿って、それぞれの具体的な取り組みを説明い
たします。

 まず、基本理念1の「社員が主体的に行動する企業風土の定着」では、社員が主体的に仕
事に生き生きと取り組める環境づくりを目指しています。

 2022年の新しい営業体制への移行により、日本郵便から1万人以上の社員を受け入れて
当社の社員数は倍増しましたが、移行当初はこうした社員を含めた会社全体のまとまりや一
体感の醸成など、かんぽ生命社員としての自信や誇りを高めることが課題となりました。そこで
、経営陣と社員のコミュニケーション活性化などに取り組んでおります。

 具体的な取り組みとしては、経営陣と社員のディスカッションの場である「フロントラインミーティ
ング」を行う等、600を超えるすべての拠点の社員とのコミュニケーションを活性化させてまいり
ました。

 この他、社員が社長に直接提案を行う「かんぽ目安箱」、社長自らが会社の方向性を全社
員に伝える「社長通信」の発行などを行っております。

 18ページをご覧ください。
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 これらの取り組みによって、社員が主体的に仕事に生き生きと取り組める環境づくりを目指し
ており、進捗を確認する指標として、社員のエンゲージメントスコアを測定しております。

 2025年度に他社平均の「B」以上を目標として掲げており、2022年度調査の「C」から、直
近の2024年7月の調査では「CCC」と、上昇傾向となっております。

 要因としては、2022年4月の営業体制の刷新により日本郵便から新たに加わった約1万人
の営業社員を含め、全社一丸となって課題に取り組む姿勢が強まったことや、営業の活性化
が考えられ、主に営業社員が所属するかんぽサービス部のスコアも大きく向上しております。

 2025年度の目標達成に向けては、組織風土等のさらなる改善が必要と認識しており、引き
続き、経営陣と社員のコミュニケーション活性化などに取り組んでまいります。

 19ページをご覧ください。

18



 次に、基本理念2の「戦略的な人材確保」では、現状および将来必要な人材の「量」と「質」
を把握し、経営戦略に合った人材の採用や配置、育成を進めていくことを掲げています。

 この理念のもと、当社において重点的に強化すべき組織や今後各領域で必要となる人材の
特定を進めています。そして、採用手法を多様化させることで、営業社員の積極的な採用に
取り組んでいる他、書類審査等のバックオフィス業務を削減するとともに、こうした業務に従事
していた人材をリスキルし、お客さま対応を行う部門等の当社の強化領域へ人材をシフトして
配置する等の取り組みを進めております。

 また、育成について具体的な取り組みをご紹介しますと、2023年7月に、営業社員の新たな
人材育成制度「かんぽGD制度」を導入しております。

 この制度では、営業の実績だけではなく、募集プロセスやアフターフォロー等を通じ、お客さまと
の信頼関係を築く能力やその成長度合いを総合的かつ定量的に評価することで、社員の成
長を促進しており、かんぽGD制度における上位層・中位層は着実に増加しております。

 20ページをご覧ください。
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 続きまして、基本理念3の「多様な人材の活躍と柔軟な働き方の推進」をご説明いたします。
 当社は、多様性のある生き生きとした組織づくりを行い、個々の従業員の自主性や創造性を
発揮できる豊かな職場づくりに取り組んでおります。

 具体的には、より多くの女性社員がさまざまな職場やポジションで活躍できるよう取り組みを進
めており、2031年4月1日までに本社の女性管理職比率30％以上を目標としております。

 また、仕事と育児の両立支援を進めており、男女ともに育児休業取得率100％を目標とし
て掲げ、2023年度は男女ともに100％を達成しており、男性の育児休業取得日数は平均
52.2日となっております。

 21ページをご覧ください。
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 その他にも、障がいのある社員が生き生きと活躍できる環境づくり、LGBTフレンドリーな会社
づくり、社員の健康保持・増進施策なども実施しております。

 これらの取り組みが評価され、仕事と育児の両立支援や健康経営などに関する外部評価を
獲得しております。

 今後も、各種施策の効果測定と改善を図りながら、全役員・社員が会社とともに成長する
人的資本経営を推進してまいります。

 私からの説明は以上となります。
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 ここまで、人的資本経営についてご説明いたしました。
 続いて、コーポレートガバナンスについて、富井取締役からご説明いたします。よろしくお願いい
たします。

 はい、取締役を務めております、富井です。よろしくお願いいたします。
 それでは、私からはコーポレートガバナンスについてご説明します。
 23ページをご覧ください。
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 はじめに、当社のコーポレートガバナンスの枠組みについて、ご説明します。
 当社は、機関設計として、「指名委員会等設置会社」を採用しており、経営を監督する取
締役会と業務を執行する執行役とで、その役割を明確に区分することで、迅速な意思決定
と経営の透明性向上、会社経営に関する責任の明確化を図っています。

 続いて、24ページをご覧ください。
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 次に、「取締役会等の構成」について、ご説明します。
 当社の取締役会は、社外取締役が「７名」と過半数を占めており、女性取締役も「４名」と
高い独立性と多様性を有している他、指名・監査・報酬の各委員会についても、社外取締
役が委員長を務め、委員の過半数を占めています。

 また、企業経営者および弁護士等、幅広いバックグラウンドを持つ社外取締役と、必要な経
験・能力を有する社内取締役とでバランスよく構成され、スキルマトリックスにおいても、いずれ
の項目も、複数の社外取締役と社内取締役でカバーされていることから、社外取締役の目
線を活かしつつ、取締役全体でしっかり経営の監督が実施できる構成となっております。

 加えて、本日ご説明のサステナビリティ関連の取り組みについては、「企業経営」、「人事・人
材開発」、「地域・社会」および「資産運用」の領域で取締役が保有するスキル・経験を活か
して、取り組んでいます。

 25ページをご覧ください。

24



 続けて、「取締役会等の開催状況」について、ご説明します。
 昨年度の取締役会および各委員会の開催状況は資料左側に記載のとおりで、出席率はい
ずれも100%となっております。

 また、取締役会の主な議題も記載しておりますが、昨年度は「中期経営計画の見直し」や「
他社との戦略的提携」等について議論を重ね、最終的に公表しております。

 このように、取締役会では実効的な議論がなされており、取締役へのアンケートや、各委員長
へのインタビュー等を踏まえて実施した実効性評価においても、2023年度の取締役会の実
効性は確保・改善されていると評価しております。

 また、資料右側に記載しているとおり、実効性評価を通じて得られた意見を基に、フロントライ
ン社員との意見交換の機会を拡充するなど、更なる改善にも取り組んでおります。

 26ページをご覧ください。
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 最後に、直近のコーポレートガバナンスのトピックスとして、「役員報酬の見直し」について、ご
説明します。

 当社は、2024年６月開催の報酬委員会で、会社の業績目標の着実な達成、中長期的
な企業価値の向上に対する執行役の意識を一層高めるため、執行役の報酬制度を改定し
ております。

 今回の改正のポイントは、業績連動型金銭報酬の新設で、単年度の業績目標の達成に向
けたインセンティブとなるものと考えています。

 私からの説明は以上となります。
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 当社からの概要説明は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。
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